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高齢者虐待防止法（略称）が施行され２年が経過しようとしています。
この法律の施行により高齢者虐待の問題が単に医療、介護の現場のみならず、家族や高齢者に
かかわる専門職能も含めた社会全体の問題として認識されることになりました。またこの法律に
おいては�高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る
こと�という�経済的虐待�も明記されました。
そこで、今回、高齢者・障害者の人権にかかわる司法書士の責任として、�経済的虐待�に関
しての社会に対する問題提起と、この問題への対処方法を検討します。

日 時 平成２０年３月２２日（土） 午後１時から午後４時３０分
開場・受付開始／１２：３０ 開会／１３：００ 閉会／１６：３０

会 場 司法書士会館 地下１階�日司連ホール�
東京都新宿区本塩町９�３ ＴＥＬ ０３－３３５９－０５４１

主 催 社団法人成年後見センター・リーガルサポート、日本司法書士会連合会

参加費 無料

申込方法
参加ご希望の方は、住所・氏名・電話番号・ご職業を明記の上、郵便ハガキ、ＦＡＸ、または
（社）成年後見センター・リーガルサポートホームページからお申し込みください。定員１８０名
になり次第締め切らせていただき、招待状は３月上旬に発送いたします。
・申込締切 平成２０年２月２９日（金）必着
・郵便ハガキ 〒１６０－０００３

東京都新宿区本塩町９－３ 司法書士会館４Ｆ
（社）成年後見センター・リーガルサポート�虐待防止シンポジウム申込�係

・ＦＡＸ ０３�５３６３�５０６５
・ＵＲＬ http://www.legal-support.or.jp/

参加費 無料

プログラム
第一部 基調講演

テーマ �高齢者虐待防止と成年後見�
講 師 小賀野 晶一（千葉大学法経学部教授）

第二部 パネルディスカッション
テーマ �虐待の防止と成年後見の役割�
コーディネーター 小賀野 晶一（千葉大学法経学部教授）
パネリスト 服部 万里子（立教大学コミュニティ福祉学部教授）

冨永 忠祐（東京弁護士会（オアシス））

杉山 春雄（（社）成年後見センター・リーガルサポート常任理事）

■information

高齢者虐待防止シンポジウム

�虐待の防止と成年後見の役割�
高齢者の財産を搾取する�経済的虐待�にわれわれはどう対処すべきなのか
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